
第３４号議案 

令和６年度長岡京市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 令和６年度長岡京市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，７４０，７６２千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出

予算」による。 

令和６年２月２１日提出 

長岡京市長 中小路 健 吾 
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後期高齢者医療事業特別会計予算
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1 1,437,439

1 後期高齢者医療保険料 1,437,439

2 10

1 手数料 10

3 301,062

1 一般会計繰入金 301,062

4 1

1 繰越金 1

5 2,250

1 延滞金、加算金及び過料 50

2 償還金及び還付加算金 2,010

3 預金利子 1

4 雑入 189

1,740,762

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金 額

 千円

款

後期高齢者医療保険料

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計
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1 35,969

1 総務管理費 32,146

2 徴収費 3,823

2 1,702,770

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,702,770

3 2,011

1 償還金及び還付加算金 2,010

2 繰出金 1

4 12

1 予備費 12

1,740,762

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計
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１　総　　括

（歳　　入）

1 後期高齢者医療保険料 1,437,439 1,301,331 136,108

2 使用料及び手数料 10 31 △21

3 繰入金 301,062 260,284 40,778

4 繰越金 1 1 0

5 諸収入 2,250 1,862 388

1,740,762 1,563,509 177,253

 千円

歳　　入　　合　　計

 千円

歳入歳出予算事項別明細書

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

 千円
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１　 一　般  職

（1）　総　　括
（単位：千円、人）

7,697

備　考

会計年度任用職
員3人を含む

会計年度任用職
員3人を含む

3,024

6,169

3,200

給  与  費  明  細  書

管理職員
特別勤務

計

－

58

7,697

8,954

共済費

－

－ 1,200

特殊勤務 時 間 外 夜間勤務

2,258

20,844

合  計

計給  料

通　　勤

1,031

1,089

1,528

15,562

※（　　　）内は、再任用職員数の外書きである。

17,644

273 －

0

給  与  費

区  分

本年度

－

5

(△1)

120

120

－

487

120

前年度 926

993

比　 較 67
1

2,082

職員数

(0)

6

(1)
8,467

報  酬 職員手当等

職
員
手
当
等
の
内
訳

区分

本年度

前年度

比較

－1,008

336 338

地　　域

－

672 △ 65 －

住　　居

1,200

6,169

－

－

管 理 職

942

17,820

743

期末勤勉

0

扶　　養

－

3,887

3,144

－

0

120 －

単身赴任

－

退　　職 児　　童

－

－

－ 1,528

後20



（2）　給料及び職員手当等の増減額の明細
（単位：千円、人、％）

区分 増減額 説　　明 備　　考

１
給与改定に伴う
増加分

248
給与改定の状況
前年度改定率　2.92%

２
昇給に伴う増加
分

239 平均昇給率　2.74%

１
地域手当の増
減分

58
給与改定によるもの
職員の異動等によるもの

２
期末勤勉手当
の増減分

743
給与改定によるもの
職員の異動等によるもの

３
その他の増減
分

727 職員の異動等によるもの

職員手
当等

1,528

増減事由別内訳

487給料
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（3）　給料及び職員手当等の状況

ア　職員1人当たりの給与

（単位：円）

一般行政職

平均給料月額 242,067

平均給与月額 305,148

平均年齢（歳） 30歳3月

平均給料月額 243,300

平均給与月額 308,579

平均年齢（歳） 31歳5月

※再任用職員を除く。

イ　初任給（令和6年4月1日）
（単位：円）

国の制度

一般行政職（一般職）

高 校 卒 170,900 166,600

大 学 卒 202,400 196,200

区　　分

令和6年1月1日現在

令和5年1月1日現在

区　　分 一般行政職
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ウ　級別職員数

（単位：人、％）

※その他の職種は除く。

※（　　　）内は、再任用職員数及び構成比の外書きである。

※構成比の欄は、級の区分ごとに端数処理をしているため計が合わないことがある。

（級別の基準となる職務）

区　分 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級

次　長 係　長 主　事 主　事

課　長 総括主査 技　師 技　師

区　　分

令和6年1月1日現在

級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

一般行政職

構成比

－

－

－

－

－

職員数

一般行政職 部　長 主　査課長補佐

1級

計
100.0

1

－

1 33.3

（－） （－）

33.3

－

3

1

(－) （－）

－

33.3
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エ　期末手当・勤勉手当
（単位：月）

オ　地域手当
（単位：％、人）

カ　その他の手当

備考
6月 12月

支給率計

異なる

同じ

同じ

国の制度との異同

支給対象職員数

(－)

3

差異の内容

(2.35)

2.20

(1.15)

2.25

(1.175)

有

区　　分
支給期別支給率 職制上の段階、

職務の級等によ
る加算措置

2.25

(1.175) (2.35)

2.20

国の制度

本年度

国の制度（支給率）

有

2.25 4.50

※（　　　）内は、再任用職員の支給率である。

4.40

(1.175)(1.175)

有

2.25 4.50

前年度

(1.15) (2.30)

支給率

※（　　　）内は、再任用職員数の外書きである。

交通用具使用の場合、用具の種
類により額が異なる距離区分があ
る。

―

―

12

通勤手当

区分

扶養手当

16

住居手当
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